
Title ID推進センターがこの5年でなすべきこと : 特許の大
切さを伝える

Author(s) 十河, 基文

Citation 大阪大学歯学雑誌. 2021, 65(2), p. 29-34

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/84540

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



29

ID 推進センターがこの 5 年でなすべきこと

～特許の大切さを伝える～

十河　基文＊

（令和 3 年 5 月 27 日受付）

＊ イノベーティブ・デンティストリー推進センター　センター長　教授

はじめに

　2020 年 1 月 23 日，第 129 回歯学会が開催された。さ
かのぼること 2018 年 4 月，イノベーティブ・デンティ
ストリー戦略室（現，推進センター）の教授に着任し
たので「特別講演」をさせていただいた。
　現在 2021 年 5 月だが，昨年は「with コロナ」で世
の中が大きく様変わりをした。そんなコロナとは関係は
ないが，筆者が深く関係をする歯学研究科内の「特許」
についても，この 2020 年度末に大きな変化があった。
恐らく追って大阪大学共創機構から通達があるだろう
が，事後抄録としても内容が一致するため特許の大切
さの 1 つとして「歯学研究科大学院の論文と特許」に
ついて記載しておくこととする。

ID 推進センターの仕事内容

　2018 年 4 月歯学研究科に新設された「イノベーティ
ブ・デンティストリー戦略室」は，5 年間の期間限定
の教室であった。しかし 6 年後も「産学連携」を推進
するため，予算の追加や延長などはないものの 2021 年
4 月に名前も「イノベーティブ・デンティストリー推
進センター」と改名され，兼任教官の先生も付いてい
ただいた。
　教室の仕事内容の主軸は，学内外の「産学連携の推
進」である。具体的には歯学部・歯学部附属病院・歯
学研究科における先生方の「特許相談」「民間企業との
交渉」「技術の売り込み」「市場性・事業性の検討」と，
逆に民間企業からの「歯科への技術応用相談」などで

あり，結果として目指すところは歯学研究科の「研究」
や「臨床」から生まれる「社会実装／社会還元」さら
には「収益還元」である。

年々下がる運営費交付金

　2004 年，大学が「独立大学法人」になってこの 2021
年で早 17 年となる。2021 年度大阪大学が受けた「運
営費交付金」は 379.8 億円。東京大学の 704.4 億円と
比較をすると約半分ではあるが全国では 4 番目で，平
均支給額に比べるとかなり大きな金額である。しかし
2011 年度の運営費交付金は当時 495.6 億円で，この 10
年の間に約 1/4 も減額されていることになる（図 1）1）。
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図 1　 大阪大学の運営費交付金と平均支給額：ここ 10 年で
約 1/4 減額されている。
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令和のアカデミアは「特許」を

　この減額された穴をどう埋めるか，それを考えるため
に国立大学の収入割合を見てみた。少し古い資料とな
るが図 2 に平成 25 年度（西暦では 2013 年度）の 90 国
立大学法人の経常利益を示す2）。収入の部を見た上で，
比較的努力ができて，増収の可能性を見出せるのは「運
営費交付金収益」「附属病院収益」また「授業料である
学生納付金収益」等ではなく，まさに「寄附金収益」や

「競争的資金」さらには「特許のロイヤリティー」など
である。
　令和のアカデミアは「特許のロイヤリティー」など
を含めた産学連携による収益について，今まで以上に
考慮すべき時期に来ていると筆者は思っている。

運営交付金収益
9,960億円

34％

附属病院収益
9,667億円

33％

学生納付金収益
3, 392億円

12％

寄附金収益
667億円

2.3％

競争的資金
3,516億円

12％

その他
1,986億円

6.8％

財産貸付料収入
115億円

0.4％

経常収益
29,303億円

図 2　 国立大学法人の収益現状（2013 年度調べ）：新しい
収益を考えるなら特許のロイヤリティーを含めた外部
資金となる。

大学発ベンチャーを起業

　筆者は 2003 年 11 月，自分の科学研究費3）から創出し
たインプラント手術支援システムを元に，阪大歯学部
発で大学発ベンチャーを起業した4）。歯学研究科として
は 2 番目のベンチャー企業である。
　2005 年，筆者はある歯科新聞に「大学も自給自足す
る時代へ」というタイトルで記事を書いた。現在その
元となるエビデンスをネットで探しだすことはできない
が記事の中ではヒューレッドパッカード社の起業で有
名なアメリカ・スタンフォード大学において 2003 年頃
の「特許によるロイヤリティー収入が 50 億円もある」
と記載した。まさに大阪大学，中でも歯学研究科にお

いても「特許によるロイヤリティー収入を目指すべき
だ」と考え，まずは自らが実践するために起業した。

アメリカの大学と日本の比較

　記事の中ではさらに 2 つのポイントについて言及し
た。1 つはアメリカと日本の大学の特許出願数の違い
である。当時，日経 BP 社の「知財 Awareness 」のホ
ームページから引用しているようだが（今ネット検索
をしても見つけることができない），過去 10 年間（1991
～ 2000 年）のアメリカの大学の特許出願数に比べて日
本の大学の特許出願件数が非常に低いグラフを掲載し
た（図 3）。
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図 3　 1991 ～ 2000 年の日米の大学特許出願件数：圧倒的に
日本は出願数が少ない。

ノーベル賞受賞者は特許出願している

　もう 1 つは，2002 年にノーベル化学賞を受賞した田
中耕一氏と，同じノーベル化学賞を受賞した過去 20 年
間（1981 ～ 2001 年）42 名の特許出願について言及し
た。田中氏は企業研究者であるにも関わらず出願特許
数はたった 1 件。一方で，42 名のノーベル賞受賞者の
うち 19 名が 10 件以上の特許を出し，22 名が自国以外
で特許を出していることを述べた。当時日本は論文重
視に偏っていたが，世界では「論文」と「特許」の両
立をしていることを記載した。
　しかし，その後ノーベル賞を受賞した山中伸弥先生
も本庶　佑先生も特許出願をしており，また 2019 年の
大阪大学では教育機関として国内トップの特許出願件
数となっている5）ことは喜ばしいことである。
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職務発明からはじめる

　現在，文部科学省は大学人に起業を推奨している6）。
しかし現実のビジネスはそんなに甘くはない。2001 年，
小泉内閣の第一次内閣で経済産業省の旗振りによって
行われた 3 年間の国家プロジェクト「大学発ベンチャ
ー 1000 社計画」において，当時 1,099 社起業したとさ
れている7）。しかしその後の調査は法務局への登記抹消
の確認をしている訳ではなくアンケート調査が主である
ため「倒産」すると基本的には連絡が取れず，当時の
大学発ベンチャーの「真の生き残り数」または「倒産
数」の報告には疑問が残る。
　以上のことから筆者自身は起業をしているものの，文
部科学省とは意見が異なり「起業リスク」を考慮する
と歯学研究科のアカデミアの先生方には起業を促すの
ではなく，まずは研究内容から「職務発明」を創出し，
さらには「特許出願」を行い，最終的には「関係する
製品・サービス」が上市した後に売上高に応じた「特
許ロイヤリティー」を得ることが最良策ではないかと
思っている。

公になると出願できない

　特許は，「新規性」と「進歩性」が求められる。特許
法第 29 条第 1 項には「新規性がないと特許を受けるこ
とができない」と記載され，言い換えると公知になると
特許が出せない。アカデミアの先生方もそのことを何
となくはわかっていても，具体的な理解ができていない
先生方もいるかもしれない。
　例えば学会発表する際，今も「事前抄録集」が送ら
れてくることも多いが同時にインターネット上に抄録
集がアップされる時代となった。まさにネット上に抄
録がアップされた瞬間こそが研究内容が公になるタイ
ミングであり，それまでに特許庁に「特許出願」をし
なければならない。かくゆう筆者も「特許出願をした
い」しかし「学会発表も必要」といった場合には，ホー
ムページ上に抄録がいつアップされるかを大会事務局
に問い合わせ，それまでに特許出願することもあった。

特許法 30 条適用

　「30 条適用」という言葉を耳にしたことがあるアカデ
ミアの先生方も多いと思う。「特許庁の指定を受けた学
会・発表会であって，かつ所定の手続きを踏めば，発

表から 1 年の間（2018 年までは半年間）は公知としな
い」という例外規定（特許法第 30 条）である8）。しか
し今では「その適用に期待すべきではない。」と考えら
れている。何故なら 30 条が適用できるのは「日本」と

「アメリカ」だけで，欧州を含めた海外への事業展開を
考えると意味をなさないからである。

「公聴会」といってはならない

　さて，「大学院の課程博士」や「論文博士」の研究発
表会のことを，かつて「公聴会」と呼んでいた。しかし
今ではそういってはならない9）。何故なら公聴会は，研
究発表の内容を「公」に聴く会を意味し，発表された
内容は「公知になる」からである。
　以前より歯学研究科においても公知とならないよう
に，研究発表会では「非公開」を目指して「秘密保持
誓約書」の署名などもしていたそうだが明文化されてお
らず，また特許を意識するような継続的な教育も部局
内で行なわれていなかったため認識されず，この度その
仕組みを早急に見直すことになった。追って大阪大学
共創機構からは通達はあるだろうが，令和 3 年 6 月か
ら始まる研究発表会に合わせて，歯学研究科では「公
聴会」ではなく「研究発表会」と明言し，中間発表会
を含めた研究発表会を「非公開」にすることになった

（2021 年 5 月教授会承認）。

原則は発表前に出願

　研究発表会の「非公開化」は，あくまでも公知化の
リスク低減の手段でしかない。そのためもし安心できる
特許化を目指すならば，原則論として論文発表前に共
創機構へ「発明届出書 兼 譲渡証書発明届（以下，発
明届）」10）を提出し，さらに特許庁に「特許出願」まで
しないといけない。
　ただ，「研究発表」または「論文執筆」と「特許出
願」を同時に取り組むことは現実的に不可能なことが
多い。そこで，出願準備に十分な時間を確保できない
など，やむを得ないことを想定して研究科としては研究
発表会などを非公開化することで，部局の先生方の特
許出願の支援をすることになった。

非公開だけではいけない

　研究発表会において研究内容が「公知」にならない
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ようにするためには，「研究発表会は非公開である」と
宣言するだけはいけない。言い換えると，必要十分条件
を満たす必要がある。
　まず必要条件を満たすためには「非公開」の宣言に
加え，研究発表会への参加者を限定する必要がある。す
なわち，歯学部，歯学研究科ならびに附属施設の構成
員に限定することがこの度明確になった。また一方十
分条件として，研究発表会への参加者も聴講内容を守
秘する宣言として「秘密保持誓約書（図 4）」への署名
が必要となり，両者の必要十分条件が成立してはじめ

て「非公開」となる。さらに，上記内容は博士学位関
係の案内書類やホームページ上に公開して，研究発表
の会場入口には開催ごとに「非公開」を明示し（図 5），
同時に参加者には「秘密保持誓約書」に署名してもら
うことになる。また資料には「㊙」や「Confidential」
と書くことになる。
　もちちん既に学会発表などが行われた研究内容につ
いてはその必要性はないが，大学院の研究発表では「特
許性があるか／ないか」が最初からはわからないことも
多く，後ほど特許性が見いだされた場合でも「公知に
していない」といえる仕組み作りが重要である。

学位審査と総長報告

　研究発表会の後，博士論文を作成し，「学位審査」と
なる。博士論文の内容に特許性を持つ事柄が含まれて
いても学位審査では明確な表現で論文を記載した上で
審査が行われる。まさに論文審査と特許を目的別に使
い分けることになる。その後，教授会で学位の授与が
審議され決議されるが，決議後は研究科長から総長に
pdf のデジタルデータとして，（1）博士論文，（2）論
文内容の要旨（様式 3），（3）論文審査の結果の要旨

（様式 7）の 3 つが提出される。
　提出時，もしやむを得ない事情として特許・実用新案
出願などを予定している場合には，前述の（1）博士論
文（本文）に対して大阪大学では「博士論文のインター
ネット公表（大学機関リポジトリ掲載）確認書（様式
10）」に理由を添えた上で「大阪大学機関リポジトリ」
への全文インターネット公表の保留を希望することが
できる。しかし博士論文（全文）に代わって（2）の

「論文内容の要旨（様式 3）」は公表されるため，同「論
文内容の要旨（様式 3）」内で特許性に関わる該当部分
については公知とならないように「タンパク質 X」など
と曖昧な表現に記載するなどの注意を払うべきである。

1 年以内に行うこと

　文部科学省では「博士論文」について，学位規則（昭
和 28 年文部省令第 8 号）によって 2 つの義務が課され
ている11）。1 つは（1）大学による「公表」と，もう 1
つは（2）作成者による「印刷公表」である。大学によ
る「公表」では，「博士論文の内容の要旨」と「審査結
果の要旨」を公表することが該当する（学位規則第 8
条）。一方で作成者による「印刷公表」では本文の印刷図 5　会場入口で掲示（案）：非公開の旨，記載している。

図 4　 会場入口で署名する秘密保持誓約書（案）：聴講する
研究発表ごとに記載する必要はなく，該当日に 1 枚で
よい。なお，聴講していない発表内容についてはその
限りでない。
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公表（学位規則第 9 条）となるが，平成 25 年 4 月 1 日
からは印刷公表に代わってインターネットを利用して
公表することになった12）。
　この文部科学省の規則に従った形で大阪大学では，

「学位授与された1年以内に当該博士論文の全文公開を
大阪大学機関リポジトリで掲載しなければならない」と
いう規定（大阪大学学位規定第20条第1項）がある13）。
すなわち，前述のように特許・実用新案出願などの予
定のため，博士論文の全文インターネット公表の保留
が一時的に許可されたとしても，1 年以内にはしかるべ
き手続きとして「博士論文のインターネット公表（大
学機関リポジトリ掲載）の保留事由に係る報告書（様
式 11）」を提出し，その後博士論文の全文をインター
ネット公開することになる。
　なお，特許・実用新案出願の前に大阪大学共創機構
へ「発明届」を提出する際，研究発表会当日に署名さ
れた「秘密保持誓約書（原本）」を発明届とともに提出
することになるであろう（詳細は追ってある共創本部か
らの通達を要確認）。
　また歯学研究科では，「1 年以内に権威ある学術雑誌
への掲載（できれば国際雑誌）」が必要なことは今まで
と変わりはない。

最後に

　「ノーベル賞受賞者は特許出願している」の章で述べ
た本庶先生は，がん免疫治療薬「オブジーボ」の特許
に関する対価を巡って小野薬品工業に約 226 億円の分
配金などの支払いを求めて大阪地裁に 2020 年 6 月 19
日提訴した14）。創薬であること，また「オブジーボ」は
世界で売れている医薬品トップ 20 の中に日本製品とし
て唯一ランクインしており，2019 年の売上高は 8,595
億円15）と桁違いであるために「雲の上の話」に感じるア
カデミアも多いだろう。しかし本件は大学のアカデミ
アにとって，「特許の重要性を示す事例」として意識す
べきであると筆者は思う。
　今後，イノベーティブ・デンティストリー推進セン
ターは歯学研究科において，「特許」の重要性を伝える
だけでなく，歯学部・歯学研究科の「研究」や「臨床」
から生まれる「社会実装／社会還元」や「収益還元」
をより推進していきたい。
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